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新潟都市計画 地区計画の変更（新潟市決定） 

 

都市計画 舟戸地区地区計画を次のように変更する。 

名   称 舟戸地区地区計画 

位   置 新潟市秋葉区矢代田地内 

面   積 約１５．９ヘクタール 

区 

域 

の 

整 

備 

・ 

開 

発 

及 

び 

保 

全 
の 

方 

針 

地区計画の目標 

 本地区は，矢代田駅の西側に位置し，駅東西自由通路の設置等，駅周辺の整備を

図り，新市街地を形成していく地区である。 
 本地区は，ガスや上下水道の公共施設整備を予定している地区であり，住宅や業

務施設の立地が今後予定される地区である。 
 このため，地区計画を策定し，本地区の立地特性に配慮した，適正かつ合理的な

土地利用の配置を図り，健全な都市環境を形成，保全することを目標とする。 
 

土地利用の方針 

Ａ地区，Ｂ－１地区においては，低層住宅地の形成を基本とする。 
Ｂ－２地区においては，低層住宅と周辺の住環境に配慮した住民生活に密着した

サービス業務施設とが共存する地区の形成を図る。 
Ｃ地区においては，周辺の住環境に配慮し，住民生活に密着したサービス業務施

設の立地を主体とした土地利用の促進を図る。 
 

地区施設の 

整備の方針 

ＪＲ信越線矢代田駅と国道４０３号を結ぶ道路を幹線道路とし，地区の利便性や

安全性の向上を図り，民間開発により整備された道路，公園等の維持，保全に努め

る。 

 

建築物等の 

整備の方針 

１．Ａ地区 
低層住宅地を基本とする市街地の形成と保全のため，建築物の用途及び高さの最

高限度について適正な規制，誘導を行う。 
２－１．Ｂ－１地区 

低層住宅地を基本とする市街地の形成と保全のため，建築物の用途，壁面の位置，

高さの最高限度及び垣又は柵の構造の制限について適正な規制，誘導を行う。 
２－２．Ｂ－２地区 

低層住宅と周辺の住環境に配慮した住民生活に密着したサービス業務施設とが

共存する市街地の形成と保全のため，建築物の用途，壁面の位置，高さの最高限度,
及び垣又は柵の構造の制限について適正な規制，誘導を行う。 
３．Ｃ地区 

周辺環境に配慮し，サービス業務を主体とした土地利用の促進を図るとともに，

調和のとれた市街地環境の形成のため，建築物の用途，壁面の位置及び高さの最高

限度について適正な規制，誘導を行う。 
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地 
 

 
 

区 
 

 
 

整 
 
 

 

備 
 

 
 

計 
 
 

 
画 

地区の 
区 分 

区分の

名 称 Ａ地区 Ｂ－１地区 Ｂ－２地区 Ｃ地区 

区分の

面 積 約３．６ヘクタール 約５．４ヘクタール 約３．１ヘクタール 約３．８ヘクタール 

建 
 

 

築 
 

 

物 
 

 

等 
 

 

に 
 

 

関 
 
 

す 
 

 

る 
 

事 
 

 

項 

建築物の 
用途の制限 

 次に掲げる建築

物は建築してはな

らない。 
 
（１）建築基準法別

表第二（い）項第

６号に掲げるもの 
（２）建築基準法別

表第二（は）項第

２号から第６号に

掲げるもの 
（３）建築基準法別

表第二（に）項第

３号から第６号に

掲げるもの 
（４）建築基準法別

表第二（は）項第

５号以外の物品販

売を営む店舗，飲

食店 

次に掲げる建築

物は建築してはな

らない。 
 
（１）建築基準法別

表第二（は）項第

２号，第３号，第

５号及び第６号

に掲げるもの 
（２）建築基準法別

表第二（に）項第

３号から第６号

に掲げるもの 
（３）建築基準法別

表第二（は）項第

５号以外の物品

販売を営む店舗，

飲食店 

次に掲げる建築

物は建築してはな

らない。 
 
（１）建築基準法別

表第二（は）項第

２号，第３号及び

第６号に掲げるも

の 
（２）建築基準法別

表第二（に）項第

３号から第６号に

掲げるもの 
 

次に掲げる建築

物は建築してはな

らない。 
 
（１）建築基準法別

表第二（に）項第

５号及び第６号に

掲げるもの 
（２）建築基準法別

表第二（り）項第

１号に掲げるもの 
 

建築物の 
高さの 

最高限度 

地盤面から 
１０メートル 

地盤面から 
１０メートル 

地盤面から 
１０メートル 

地盤面から 
１２メートル 

建築物の地盤面の

高さは，前面道路の

高さから０.５メー

トル以下とする。た

だし築山等につい

てはこの限りでな

い。 

建築物の地盤面の

高さは，前面道路の

高さから１.５メー

トル以下とする。た

だし築山等につい

てはこの限りでな

い。 

壁面の位置

の制限 

 建築物の外壁又

はこれに代わる柱

の面は，道路境界線

から１.０メートル

以上離さなければ

ならない。ただし，

軒の高さが３.０メ

ートル以下の自動

車車庫等は，敷地境

界線からの制限に

ついては０.５メー

トル以上とする。 

建築物の外壁又

はこれに代わる柱

の面は，道路境界線

から１.５メートル

以上隣地境界線か

ら１.０メートル以

上離さなければな

らない。ただし，軒

の高さが３.０メー

トル以下の自動車

車庫等は，敷地境界

線からの制限につ

いては０.５メート

ル以上とする。 

 建築物の外壁又

はこれに代わる柱

の面は，道路境界線

から１.５メートル

以上隣地境界線か

ら１.０メートル以

上離さなければな

らない。ただし，軒

の高さが３.０メー

トル以下の自動車

車庫等は，敷地境界

線からの制限につ

いては０.５メート

ル以上とする。 
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地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

垣又は柵の

構造の 
制限 

 

道路に面する部

分の垣又は柵は生

垣とし，隣地境界線

に面する部分は生

垣または透視可能

なフェンス等で高

さ１.２メートル以

下とする。 

道路に面する部

分の垣又は柵は生

垣とし，隣地境界線

に面する部分は生

垣または透視可能

なフェンス等で高

さ１.２メートル以

下とする。 

 

「区域及び地区の区分は計画図表示のとおり」 
 
（変更理由） 

舟戸土地区画整理事業の土地利用計画に整合するようＢ－１地区およびＢ－２地区の区分を変更し、低層

住宅および周辺の住環境に配慮したサービス業務施設とが共存する健全な市街地を形成し保全するため。 
 



舟戸地区地区計画 約 15.9ha 

総括図 縮尺１：２５,０００ 



舟戸地区地区計画　計画図　縮尺1：2,500

凡　　例

地区計画の区域界

地区の区分界

Ａ地区

Ｂ－１地区

Ｂ－２地区

Ｃ地区

道
路
敷
界

道
路
敷
界

道
路
敷
界

道
路
敷
界

道
路
敷
界

水
路
敷
界

道
路
敷
界

道
路
敷
界

道
路
敷
界

道
路
敷
界

水
路
敷
界

水
路
敷
界
（
北
側
）
か
ら
55ｍ

水
路

道
路
敷
界
（
西
側
）

か
ら
17
5ｍ

道
路
敷
界
（
西
側
）

か
ら
16
8ｍ

敷
界

道
路
敷
界
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新潟都市計画 地区計画の変更 舟戸地区地区計画 新旧対照表 

 

 

（新）                                                                                     （旧） 

名   称 舟戸地区地区計画 
 

舟戸地区地区計画 

位   置 新潟市秋葉区矢代田地内 
 

新潟市秋葉区矢代田地内 

面   積 約１５．９ヘクタール 
 

約１５．９ヘクタール 

区 

域 

の 

整 

備 

・ 

開 

発 

及 

び 

保 

全 

の 

方 

針 

地区計画の目標 

 本地区は，矢代田駅の西側に位置し，駅東西自由通路の設置等，駅周辺の整備を図

り，新市街地を形成していく地区である。 
 本地区は，ガスや上下水道の公共施設整備を予定している地区であり，住宅や業務

施設の立地が今後予定される地区である。 
 このため，地区計画を策定し，本地区の立地特性に配慮した，適正かつ合理的な土

地利用の配置を図り，健全な都市環境を形成，保全することを目標とする。 

 
 本地区は，矢代田駅の西側に位置し，駅東西自由通路の設置等，駅周辺の整備を図

り，新市街地を形成していく地区である。 
 本地区は，ガスや上下水道の公共施設整備を予定している地区であり，住宅や業務

施設の立地が今後予定される地区である。 
 このため，地区計画を策定し，本地区の立地特性に配慮した，適正かつ合理的な土

地利用の配置を図り，健全な都市環境を形成，保全することを目標とする。 

土地利用の方針 

Ａ地区，Ｂ－１地区においては，低層住宅地の形成を基本とする。 
Ｂ－２地区においては，低層住宅と周辺の住環境に配慮した住民生活に密着したサ

ービス業務施設とが共存する地区の形成を図る。 
Ｃ地区においては，周辺の住環境に配慮し，住民生活に密着したサービス業務施設

の立地を主体とした土地利用の促進を図る。 

 
Ａ地区，Ｂ－１地区においては，低層住宅地の形成を基本とする。 
Ｂ－２地区においては，低層住宅と周辺の住環境に配慮した住民生活に密着したサ

ービス業務施設とが共存する地区の形成を図る。 
Ｃ地区においては，周辺の住環境に配慮し，住民生活に密着したサービス業務施設

の立地を主体とした土地利用の促進を図る。 

地区施設の整備の方針 
ＪＲ信越線矢代田駅と国道４０３号を結ぶ道路を幹線道路とし，地区の利便性や安

全性の向上を図り，民間開発により整備された道路，公園等の維持，保全に努める。 

 

ＪＲ信越線矢代田駅と国道４０３号を結ぶ道路を幹線道路とし，地区の利便性や安

全性の向上を図り，民間開発により整備された道路，公園等の維持，保全に努める。 

建築物等の整備

の方針 

１．Ａ地区 
低層住宅地を基本とする市街地の形成と保全のため，建築物の用途及び高さの最高

限度について適正な規制，誘導を行う。 
２－１．Ｂ－１地区 

低層住宅地を基本とする市街地の形成と保全のため，建築物の用途，壁面の位置，

高さの最高限度及び垣又は柵の構造の制限について適正な規制，誘導を行う。 
２－２．Ｂ－２地区 

低層住宅と周辺の住環境に配慮した住民生活に密着したサービス業務施設とが共存

する市街地の形成と保全のため，建築物の用途，壁面の位置，高さの最高限度,及び垣

又は柵の構造の制限について適正な規制，誘導を行う。 
３．Ｃ地区 

周辺環境に配慮し，サービス業務を主体とした土地利用の促進を図るとともに，調

和のとれた市街地環境の形成のため，建築物の用途，壁面の位置及び高さの最高限度

について適正な規制，誘導を行う。 

 
１．Ａ地区 

低層住宅地を基本とする市街地の形成と保全のため，建築物の用途及び高さの最高

限度について適正な規制，誘導を行う。 
２－１．Ｂ－１地区 

低層住宅地を基本とする市街地の形成と保全のため，建築物の用途，壁面の位置，

高さの最高限度及び垣又は柵の構造の制限について適正な規制，誘導を行う。 
２－２．Ｂ－２地区 

低層住宅と周辺の住環境に配慮した住民生活に密着したサービス業務施設とが共存

する市街地の形成と保全のため，建築物の用途，壁面の位置，高さの最高限度,及び垣

又は柵の構造の制限について適正な規制，誘導を行う。 
３．Ｃ地区 

周辺環境に配慮し，サービス業務を主体とした土地利用の促進を図るとともに，調

和のとれた市街地環境の形成のため，建築物の用途，壁面の位置及び高さの最高限度

について適正な規制，誘導を行う。 
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（新）                                                                                    （旧） 

 

地
区
の
区
分 

区分の名

称 
Ａ地区 Ｂ－１地区 Ｂ－２地区 Ｃ地区 

 
Ａ地区 Ｂ－１地区 Ｂ－２地区 Ｃ地区 

区分の面

積 
約３．６ヘクタール 約５．４ヘクタール 約３．１ヘクタール 約３．８ヘクタール 

 
約３．６ヘクタール 約４．３ヘクタール 約４．２ヘクタール 約３．８ヘクタール 

建 

築 

物 

等 

に 

関 

す 

る 

事 

項 

建築物の

用途の制

限 

 次に掲げる建築

物は建築してはな

らない。 
 
（１）建築基準法別

表第二（い）項第

６号に掲げるもの 
（２）建築基準法別

表第二（は）項第

２号から第６号に

掲げるもの 
（３）建築基準法別

表第二（に）項第

３号から第６号に

掲げるもの 
（４）建築基準法別

表第二（は）項第

５号以外の物品販

売を営む店舗，飲

食店 

次に掲げる建築

物は建築してはな

らない。 
 
（１）建築基準法別

表第二（は）項第

２号，第３号，第

５号及び第６号

に掲げるもの 
（２）建築基準法別

表第二（に）項第

３号から第６号

に掲げるもの 
（３）建築基準法別

表第二（は）項第

５号以外の物品

販売を営む店舗，

飲食店 

次に掲げる建築

物は建築してはな

らない。 
 
（１）建築基準法別

表第二（は）項第

２号，第３号及び

第６号に掲げるも

の 
（２）建築基準法別

表第二（に）項第

３号から第６号に

掲げるもの 
 

次に掲げる建築

物は建築してはな

らない。 
 
（１）建築基準法別

表第二（に）項第

５号及び第６号に

掲げるもの 
（２）建築基準法別

表第二（り）項第

１号に掲げるもの 
 

  次に掲げる建築

物は建築してはな

らない。 
 
（１）建築基準法別

表第二（い）項第

６号に掲げるもの 
（２）建築基準法別

表第二（は）項第

２号から第６号に

掲げるもの 
（３）建築基準法別

表第二（に）項第

３号から第６号に

掲げるもの 
（４）建築基準法別

表第二（は）項第

５号以外の物品販

売を営む店舗，飲

食店 

次に掲げる建築

物は建築してはな

らない。 
 
（１）建築基準法別

表第二（は）項第

２号，第３号，第

５号及び第６号

に掲げるもの 
（２）建築基準法別

表第二（に）項第

３号から第６号

に掲げるもの 
（３）建築基準法別

表第二（は）項第

５号以外の物品

販売を営む店舗，

飲食店 

次に掲げる建築

物は建築してはな

らない。 
 
（１）建築基準法別

表第二（は）項第

２号，第３号及び

第６号に掲げるも

の 
（２）建築基準法別

表第二（に）項第

３号から第６号に

掲げるもの 
 

次に掲げる建築

物は建築してはな

らない。 
 
（１）建築基準法別

表第二（に）項第

５号及び第６号に

掲げるもの 
（２）建築基準法別

表第二（り）項第

１号に掲げるもの 
 

建築物等

の高さの

制限 

地盤面から 
１０メートル 

地盤面から 
１０メートル 

地盤面から 
１０メートル 

地盤面から 
１２メートル 

 

地盤面から 
１０メートル 

地盤面から 
１０メートル 

地盤面から 
１０メートル 

地盤面から 
１２メートル 

建築物の地盤面

の高さは，前面道路

の高さから０ .５メ

ートル以下とする。

ただし築山等につ

いてはこの限りで

ない。 

建築物の地盤面

の高さは，前面道路

の高さから１ .５メ

ートル以下とする。

ただし築山等につ

いてはこの限りで

ない。 

建築物の地盤面

の高さは，前面道路

の高さから０ .５メ

ートル以下とする。

ただし築山等につ

いてはこの限りで

ない。 

建築物の地盤面

の高さは，前面道路

の高さから０ .５メ

ートル以下とする。

ただし築山等につ

いてはこの限りで

ない。 

壁面の位

置の制限 

 建築物の外壁又

はこれに代わる柱

の面は，道路境界線

から１ .０メートル

以上離さなければ

ならない。ただし，

軒の高さが３ .０メ

ートル以下の自動

車車庫等は，敷地境

界線からの制限に

ついては０ .５メー

トル以上とする。 

建築物の外壁又

はこれに代わる柱

の面は，道路境界線

から１ .５メートル

以上隣地境界線か

ら１ .０メートル以

上離さなければな

らない。ただし，軒

の高さが３ .０メー

トル以下の自動車

車庫等は，敷地境界

線からの制限につ

いては０ .５メート

ル以上とする。 

 建築物の外壁又

はこれに代わる柱

の面は，道路境界線

から１ .５メートル

以上隣地境界線か

ら１ .０メートル以

上離さなければな

らない。ただし，軒

の高さが３ .０メー

トル以下の自動車

車庫等は，敷地境界

線からの制限につ

いては０ .５メート

ル以上とする。 

  建築物の外壁又

はこれに代わる柱

の面は，道路境界線

から１ .５メートル

以上隣地境界線か

ら１ .０メートル以

上離さなければな

らない。ただし，軒

の高さが３ .０メー

トル以下の自動車

車庫等は，敷地境界

線からの制限につ

いては０ .５メート

ル以上とする。 

建築物の外壁又

はこれに代わる柱

の面は，道路境界線

から１ .５メートル

以上隣地境界線か

ら１ .０メートル以

上離さなければな

らない。ただし，軒

の高さが３ .０メー

トル以下の自動車

車庫等は，敷地境界

線からの制限につ

いては０ .５メート

ル以上とする。 

 建築物の外壁又

はこれに代わる柱

の面は，道路境界線

から１ .５メートル

以上隣地境界線か

ら１ .０メートル以

上離さなければな

らない。ただし，軒

の高さが３ .０メー

トル以下の自動車

車庫等は，敷地境界

線からの制限につ

いては０ .５メート

ル以上とする。 



（舟戸地区） 3/3 

垣又は柵

の構造の 
制限 

 道路に面する部

分の垣又は柵は生

垣とし，隣地境界線

に面する部分は生

垣または透視可能

なフェンス等で高

さ１ .２メートル以

下とする。 

道路に面する部

分の垣又は柵は生

垣とし，隣地境界線

に面する部分は生

垣または透視可能

なフェンス等で高

さ１ .２メートル以

下とする。 

   道路に面する部

分の垣又は柵は生

垣とし，隣地境界線

に面する部分は生

垣または透視可能

なフェンス等で高

さ１ .２メートル以

下とする。 

道路に面する部

分の垣又は柵は生

垣とし，隣地境界線

に面する部分は生

垣または透視可能

なフェンス等で高

さ１ .２メートル以

下とする。 

 

 





都市計画案の理由書 

 

新潟市都市計画 舟戸地区地区計画の変更 

 

都市計画法第２１条の２に基づく都市計画提案があった。 

都市計画提案の内容等、新潟市の対応については以下のとおり。 

 

（１）都市計画提案の内容等（令和７年１月８日提出） 

地区計画区域内において、実施中の舟戸土地区画整理事業と整合するよう、地区の区分、

建築物の高さの最高限度および壁面の位置の制限を変更するもの。 

 

【壁面の位置の制限】 
  Ｂ－１地区：建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は，道路境界線から１.５メートル

以上、隣地境界線から１.０メートル以上離さなければならない。 

【建築物の高さの最高限度】 
Ｂ－２地区：建築物の地盤面の高さは，前面道路の高さから０.５メートル以下とする。

ただし築山等についてはこの限りでない。 
 

 

 

 

 

 

（２）新潟市の対応について 

都市計画提案を変更案に反映するものとする。 

 
① 都市計画の必要性（地区計画の変更の必要性） 

本地区は、平成１６年８月に地区計画が決定され、その後３回の変更を経て現在の決

定内容になっている。地区計画により、区域をＡ地区、Ｂ－１地区、Ｂ－２地区、Ｃ地

区に区分し、Ａ地区およびＢ－１地区は低層住宅地の形成を基本とする方針により、土

地利用を誘導している。 
Ａ地区では、区域の９０％以上の区画で住宅の立地が進む一方、Ｂ－１地区およびＢ

－２地区では、開発事業者の都合や当該地区の住宅需要との不一致により具体の土地利

用が進んでこなかった。 
その後、Ｂ－１地区およびＢ－２地区では、令和６年７月に舟戸土地区画整理事業が

認可され、具体の土地利用が進む見込みとなった。提案者は、当該地区の土地利用を着

実に進めたいとの考えから、事業者との間で舟戸地区地区計画の目標や土地利用の方針、

将来のまちづくりについて改めて協議し、当該地区の住宅需要に沿った地区整備計画に

変更することで地区計画の目標に沿った土地利用が実現できるとして、都市計画の変更

を提案したところである。また、Ｂ－２地区については、生活利便施設の立地を計画し

現 状 

【同意率】 

 権利者数の同意率  ７５．２％                    （１９１／２５４ 名） 
 地  積の同意率  ８７．４％   （１０３，８８１．１０／１１８，９１０．１９ ㎡） 



街区面積を大きく設定しているが、現行の制限内容のとおり建築物の地盤面の高さを前

面道路から０．５メートル以下とした場合、敷地内の雨水排水に必要な勾配が確保でき

ず、排水に支障となることが想定されている。このため、Ｂ－２地区の建築物の高さの

制限も変更したいとしている。 
市としては、提案の内容は地区計画の目標や土地利用の方針と整合が図られているこ

と、また、未利用となっている区域の土地利用を着実に進める必要があると考えられる

ことから、提案内容を反映し都市計画の変更を行うものである。 
 

② 地区計画の変更内容について 

区域内で進んでいる舟戸土地区画整理事業の土地利用計画と整合するよう、Ｂ－１地

区およびＢ－２地区の区分を変更する。 
また、壁面の位置の制限について、Ｂ－１地区の壁面の位置の制限を、「建築物の外壁

又はこれに代わる柱の面は、道路境界線から１.０メートル以上離さなければならない」

と変更する。さらに、建築物の高さの最高限度について、Ｂ－２地区の建築物の地盤面

の高さの制限を、「建築物の地盤面の高さは，前面道路の高さから１.５メートル以下と

する。ただし築山等についてはこの限りでない。」と変更する。 
 
 



都市計画策定経緯の概要 
 

新潟都市計画 地区計画の変更（舟戸地区地区計画の変更） 

 

事   項 時   期 備   考 

 

原案の縦覧 

 

 

都市計画案の縦覧 

 

 

新潟市都市計画審議会 

 

決定告示 

 

 

令和 ７年 ２月 ４日から 

令和 ７年 ２月１８日まで 

 

令和 ７年 ３月 ４日から 

令和 ７年 ３月１８日まで 

 

令和 ７年 ３月下旬 

 

令和 ７年 ６月下旬 

 

 

 

 

予定 

予定 

 

予定 

 

予定 

 

 

 

 

 

 

 

 



舟戸地区　地区計画　建築制限の概要

用途地域内の建築物の用途制限

○ 建てられる用途

× 建てられない用途

①②③④▲面積、階数などの

制限があります

青字は現行の地区計画で制限している部分

赤字は今回の変更で制限を変更する部分

　住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ 〇 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×  ▲非住宅部分の床面積50㎡以下、用途制限あり

× ① ② ③ ○ × × 〇 ○ ○ ① ○ ○ ○ ○ ○ ④

× × ② ③ ○ × × 〇 ○ ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ④

× × × ③ ○ × × 〇 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ④

× × × × ○ × × 〇 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ④

× × × × × × × × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ④

× × × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ × ×

× × × ▲ ○ 〇 〇 〇 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○

× × × × ○ 〇 〇 〇 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○

× × × × × × × × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○

× × × × ▲ × × × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × ×  ▲3,000㎡以下

× × × × ▲ × × × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ×  ▲3,000㎡以下

× × × × × × × × ▲ ▲ × ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲10,000㎡以下

× × × × × × × × ▲ ▲ × ○ ○ ○ ○ ▲ × ▲10,000㎡以下

× × × × × × × × × ▲ × ○ ○ ○ ○ × ×
 ▲客席部分の床面積200㎡未満、ナイトクラブにあって
は、床面積200㎡未満

× × × × × × × × × × × × ○ ▲ ▲ × ×  ▲個室付浴場等を除く

 幼稚園、小学校、中学校、高等学校 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ×

 大学、高等専門学校、専修学校等 × × ○ ○ ○ × × × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × ×

 図書館等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

 巡査派出所、一定規模以下の郵便業務等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 神社、寺院、教会等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 病院 × × ○ ○ ○ × × × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × ×

 公衆浴場、診療所、保育所等 ○ ○ ○ ○ ○ ① ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ①保育所除く

 老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等 ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

 老人福祉センター、児童厚生施設等 ▲ ▲ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ▲600㎡以下

 自動車教習所 × × × × ▲ × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○  ▲3,000㎡以下

× × ▲ ▲ ▲ × × × ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ▲300㎡以下　2階以下

① ① ② ② ③ ③ ③ ③ ③ ○ ① ○ ○ ○ ○ ○ ○

 倉庫業を営む倉庫 × × × × × × × × × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○

 畜舎(15㎡を超えるもの） × × × × ▲ × × × ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○  ▲3,000㎡以下

× ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 原動機の制限あり
 ▲2階以下

× × × × ① ① ① ① ① ① ■ ② ② ○ ② ○ ○

× × × × × × × × × × × ② ② ○ ② ○ ○

× × × × × × × × × × × × × ○ × ○ ○

× × × × × × × × × × × × × × × ○ ○

× × × × ① ① ① ① ① ② × ③ ③ ○ ③ ○ ○  作業場の床面積 ①50㎡以下②150㎡以下③300㎡以下

× × × ① ② ② ② ② ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○

× × × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○

× × × × × × × × × × × × × ○ × ○ ○

× × × × × × × × × × × × × × × ○ ○

　建ぺい率 50% 50% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%
60%

80%
80% 60% 60% 60% 60%

100% 100%

150%

200%

150%

200%

200% 200% 200% 200% 200% 200%

200%

300%

200%

400%

600%

200% 200% 200% 200%

◇その他の制限内容

　敷地の最低面積

道路境界からの後退距離 1.0ｍ 1.5ｍ 1.5ｍ

隣地境界からの後退距離 1.0ｍ 1.0ｍ

　建築物の高さの最高限度 10.0ｍ 10.0ｍ 10.0ｍ 12.0ｍ

　盛土の高さの制限 0.5ｍ 1.5ｍ

　垣又は柵の構造 ① ①
①道路に面する部分の垣又は柵は生垣とし、隣地境界線に面す
る部分は生垣または透視可能なフェンス等で高さ1.2メートル以
下とする。

①1,500㎡以下　2階以下
②3,000㎡以下

公
共
施
設
・
病
院
・
学
校
等

 単独車庫（付属車庫を除く）

 建築物付属自動車車庫
 ①②③については、建築物の延べ面積の1/2以下
 かつ備考欄に記載の制限

　ホテル，旅館

遊
戯
・
風
俗
施
設

 ボーリング場、スケート場、水泳場、
 ゴルフ練習場、バッティング練習場等

工
場
・
倉
庫
等

 ①600㎡以下　1階以下
 ②3,000㎡以下　2階以下
 ③2階以下 ※一団地の敷地内について別に制限あり

 パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服店、畳屋、
 建具屋、自転車店等で作業場の床面積が50㎡以下

 危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場

 原動機・作業内容の制限あり
 作業場の床面積
 ①50㎡以下　②150㎡以下

 危険性や環境を悪化させるおそれが少ない工場

 カラオケボックス等

 麻雀屋、パチンコ屋、射的場、馬券・車券販売所等

そ
の
他

　壁面の位置の制限

 危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場

 危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させる
 おそれがある工場

 自動車修理工場

建
築
形
態
制
限

 火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理の量が非常に少ない施設

 火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理の量が少ない施設

 火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理の量がやや多い施設

 火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理の量が多い施設

　容積率

準
工
業
地
域

工
業
地
域

工
業
専
用
地
域

 劇場、映画館、演芸場、観覧場

 キャバレー、ダンスホール等、個室付浴場等

 店舗等の床面積が 1,500㎡を超え3,000㎡以下のもの

 店舗等の床面積が 3,000㎡を超え10,000㎡以下のもの

 店舗等の床面積が 10,000㎡を超えるもの

店
舗
等

 店舗等の床面積が　 150㎡以下のもの

 ①日用品販売店舗、喫茶店、理髪店及び建具屋等の
 　サービス業用店舗のみ。2階以下。
 ②①に加えて、物品販売店舗、飲食店、損保代理店・
　 銀行の支店・宅地建物取引業等のサ－ビス業用店舗
   のみ。2階以下。
 ③2階以下。
 ④物品販売店舗、飲食店を除く。
■農産物直売所、農家レストラン等のみ。2階以下。

 店舗等の床面積が   150㎡を超え500㎡以下のもの

 店舗等の床面積が   500㎡を超え1,500㎡以下のもの

事
務
所
等

 事務所等の床面積が1,500㎡以下のもの

 ▲2階以下 事務所等の床面積が1,500㎡を超え3,000㎡以下のもの

 事務所等の床面積が3,000㎡を超えるもの

備考

　兼用住宅で非住宅部分の床面積が50㎡以下
　かつ建築物の延べ面積の1/2未満のもの
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凡　　例

地区計画の区域界

地区の区分界

Ａ地区（第一種住居地域）

Ｂ－１地区（第一種住居地域）

Ｂ－２地区（第一種住居地域）

Ｃ地区（準工業地域）

舟戸地区地区計画　用途地域図　縮尺1：2,500
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